

（業種別課題対応コース）
様式第１号
		　　年　　月　　日
働き方改革推進支援助成金交付申請書
	
	労　働　局　長　殿



働き方改革推進支援助成金の交付を受けたいので、下記のとおり申請します。

記

	事業主
	所在地　〒


	
	電話番号

	
	法人名

	
	代表者職氏名
　　　　　　　　　　　　　　

	代理人又は社会保険労務士
（提出代行者・事務代理者の表示）
	所在地　〒


	
	電話番号

	
	法人名

	
	代表者職氏名

	
	社会保険労務士氏名



１　申請事業主について
	（１）法人番号
（個人事業主等は不要）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	（２）労働保険番号
（継続事業の一括申請をしている場合は指定事業（本社等）の労働保険番号を記入）
	
	
	-
	
	-
	
	
	-
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	

	（３）業種（２種類とも記入）
	※いずれか１つにチェック
☐　建設業　　　☐　運送業等　　☐　病院等
☐　砂糖製造業　☐　情報通信業・宿泊業

	
	〔日本標準産業分類の中分類〕
分類番号：
分類項目名：

	（４）資本金の額又は出資の総額
	円　

	（５）常時使用する労働者の数
	企業全体
	人



	（６）労働基準法第39条第７項に基づく時季指定の対象となる労働者の範囲及び時季指定の方法等について、就業規則に記載がある。
	☐　記載あり
☐　労働者数10人未満

	（７）年次有給休暇管理簿を作成している。
	☐

	[bookmark: _Hlk218677268]（８）過去５年間に助成金の不正受給を行っていない
	☐

	（９）暴力団関係事業場に該当しない
	☐

	（10）交付申請日の前日から起算して過去１年間に、労働基準関係法令等に係る法令違反を行っていない
	☐

	（11）現に倒産しておらず、かつ、R8.4.1～R9.3.31の間に倒産の見込みもない
	☐

	（12）R8.3.31以前に、労働保険料を滞納したことがない
	☐　滞納したことがない
☐　滞納したことはあるが、現在は解消している

	（13）本年度において、国や地方公共団体からの他の補助金（間接補助金を含む。）・助成金を申請している又は受給した
	☐　申請も受給もしていない
☐　申請している（審査中）
補助金の名称
[　　　　　　　　　　　　　　　]
☐　受給した
補助金の名称
[　　　　　　　　　　　　　　　]
受給した時期
　　　　　年　　　　月頃



	（14）本助成金の振込を希望する口座

	金融機関名
	
	支店名
	

	口座の種類
	☐普通　☐当座
	口座番号
（右詰め）
	
	
	
	
	
	
	
	

	口座名義
（カタカナ）
	



※　以下の項目は、いずれの選択肢を選んでも、本助成金の審査には影響しません。
※　全ての事業者が建設業に対しての発注者・施主、運送業に対しての荷主となる可能性があり、またすべての労働者が医師に対しての患者となる可能性があります。業種等にかかわらず、すべての申請者がご確認ください。
	（15）各業種等の取引改善等に向け、以下の事項について協力する
【建設業】
発注者・施主となった場合、週休２日工事の推進のため、著しく短い工期による契約締結を行わないこと。
【自動車】
荷主となった場合、運送契約の締結等に際して、提供する役務の内容やその対価（附帯業務料、燃料サーチャージ等を含む。）等について記載した書面を交付すること。
【医師】
病院・診療所の診療時間内に診療ができるように、労働者の休暇取得に配慮すること。また、労働者に対し、病院・診療所の診療時間内に受診するように呼びかけを行うこと。
	☐　協力する
☐　協力しない


様式第１号別添
働き方改革推進支援助成金事業実施計画

１　労働時間等設定改善のための措置
	
	措置内容
	実施予定時期（※）

	（１）労使の話合いの機会の整備
	労働時間や年次有給休暇などに関する事項について、労使で話し合う機会を設け、会議を開催し議事録を作成する。
会議の名称　　　　　　　　　　　　　　　　
開催頻度（開催予定時期）　　　　　　　　　
	

	（２）労働時間等に関する個々の苦情、意見及び要望を受け付けるための担当者の選任
	職場の意識を改善するため、労使からの労働時間に関する個別の苦情、意見及び要望を受け付ける担当者として、
職名：　　　　　　　　　　
氏名：　　　　　　　　　　
を選任し、職場内の意見要望等の受付体制を整備する。
	

	（３）労働者に対する事業実施計画の周知
	労働者に対して、働き方改革推進支援助成金事業実施計画（様式第１号別添、続紙１、続紙２、別紙１）の周知を図るため、
☐　社内メール
☐　事務所の見やすい場所へ掲示
☐　労働者に直接文書を交付
☐　その他（　　　　　　　　　　　　　）
を実施する。
	


※　既に実施している場合には「実施中」と併記すること。
２－１　改善事業及び成果目標
	（１）改善事業（１つ以上選択）

	☐　①労務管理担当者に対する研修
☐　②労働者に対する研修、周知・啓発
☐　③外部専門家によるコンサルティング
☐　④就業規則、労使協定等の作成・変更
☐　⑤人材確保に向けた取組
	☐　⑥労務管理用ソフトウェアの導入・更新
☐　⑦労務管理用機器の導入・更新
☐　⑧デジタル式運行記録計の導入・更新
☐　⑨⑥～⑧に該当しない労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新

	（２）成果目標（①から⑦は１つ以上選択）

	☐ 　①時間外労働の上限設定
☐ 　②所定外労働時間の削減
☐ 　③年休の計画的付与の導入
☐ 　④時間単位年休及び特別休暇の導入
☐ 　⑤勤務間インターバルの導入
	☐ 　⑥週休２日制の導入
☐ 　⑦医師の働き方改革の推進
☐ 　⑧賃金引上げ
☐ 　⑨割増賃金率引上げ



様式第１号別添（続紙１）
２－２　改善事業
	（１）指定事業場数（詳細は別紙１に記載）
	　　　事業場　　

	（２）事業実施予定期間
	☐　　年　　月　　日　～　　年　　月　　日
☐　交付決定の日から　～　　年　　月　　日

	（３）改善事業の詳細

	ア　２－１（１）①～⑤の改善事業を実施する場合
☐　①労務管理担当者に対する研修　　　　☐　④就業規則、労使協定等の作成・変更
☐　②労働者に対する研修、周知・啓発　　☐　⑤人材確保に向けた取組
☐　③外部専門家によるコンサルティング

	改善事業の内容
	実施予定時期
	所要額の内訳【 ☐税抜 ・ ☐税込 】

	
	
	









	アの所要額計　　　　　　　　　　　　　　円

	イ　２－１（１）⑥～⑨の改善事業を実施する場合
☐　⑥労務管理用ソフトウェアの導入・更新
☐　⑦労務管理用機器の導入・更新
☐　⑧デジタル式運行記録計の導入・更新
☐　⑨⑥～⑧に該当しない労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新

	改善事業の内容
	実施予定時期
	所要額の内訳【 ☐税抜 ・ ☐税込 】

	　

	

	










	イの所要額計　　　　　　　　　　　　　　円

	アの所要額及びイの所要額の合計
	円


※　「改善事業の内容」欄については、改善事業の実施に向けて、現状の作業方法に係る課題及び改善事業による生産性の向上や労働能率の増進の見込みについて、具体的かつ客観的に記入すること。
※　「所要額の内訳」欄を記入する際には、支給要領第３の３（４）の経費上限額に留意すること。

様式第１号別添（続紙２－１（１頁目））建設業

２－３　成果目標
	（１）成果目標の詳細

	①　時間外・休日労働の上限設定　（☐１回目　☐２回目）
※②と同時選択はできません。
	上限額
万円

	
	ア　全ての指定対象事業場において、令和８年４月１日以前の２年間において、少なくとも１箇月、月45時間（１年単位の変形労働時間制により労働する労働者においては月42時間）を超える時間外労働の実態がある
	☐　はい
☐　いいえ

	
	イ【改善事業実施前】
交付申請日を有効期間に含む36協定において、時間外労働と休日労働の合計時間数が
☐　月80時間超　　☐　月60時間を超え月80時間以下

	
	ウ【改善事業実施後】（予定）
事業実施予定期間に届け出る36協定において、時間外労働と休日労働の合計時間数を
☐　月60時間以下に設定　　☐　月60時間を超え月80時間以下に設定

	
	（２回目である場合のみ）
エ　令和７年度に本成果目標を選択した際の時間外労働と休日労働の合計時間数
	【改善事業実施前】
交付申請日を有効期間に含む36協定
	【改善事業実施後】
事業実施予定期間に届け出る36協定

	☐　月80時間超
	☐　月60時間以下に設定

	☐　月60時間を超え月80時間以下
	☐　月60時間を超え月80時間以下に設定




	②　所定外労働時間の削減　　※①と同時選択はできません。
	上限額
万円

	
	ア　交付申請日を有効期間に含む36協定について
	届出年月日〔　　　.　　.　　〕
延長することができる時間数
月　　時間 / 年　　　時間

	
	イ　所定外労働時間の削減見込み
	削減予定月　　　　　年　　月
削減見込み時間数　約　　　時間

	
	ウ　前年同月（　　　年　　月）の実績
	労働者１人当たりの
所定外労働時間数　　　　　時間

	③　年休の計画的付与の導入
	上限額
　　　　　　　万円

	
	ア　年次有給休暇の計画的付与に係る労使協定を締結していない
	☐　はい
☐　いいえ

	
	イ　いずれかの指定事業場において、年次有給休暇の付与日数が５日を超える労働者がいる
	☐　はい
☐　いいえ





様式第１号別添（続紙２－１（２頁目））建設業


	④　時間単位年休及び特別休暇の導入
	上限額
　　　　　　　万円

	
	ア　導入する特別休暇の種類（１つ以上を選択）
☐（イ）特に健康の保持に努める必要があると認められる労働者に対する特別休暇
☐（ニ）公民権の行使又は公の職務の執行をする労働者に対する特別休暇
☐（ホ）単身赴任者に対する特別休暇
☐（ヘ）自発的な職業能力開発を図る労働者に対する特別休暇
☐（ト）地域活動等を行う労働者に対する特別休暇
☐（チ）その他特に配慮を必要とする労働者に対する特別休暇
特別休暇名〔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〕

	
	イ　事業実施予定期間中、指定事業場における、
・時間単位年休の取得見込み　　　　　　　　　　　人　延べ　　時間
・特別休暇の取得見込み　　　　　　　　　　　　　人　延べ　　日・時間

	
	ウ　時間単位の年次有給休暇に係る労使協定を締結していない
	☐　はい
☐　いいえ

	
	エ　導入しようとする特別休暇（上記アで選択した特別休暇）について、既に導入している指定事業場がある
	☐　はい
☐　いいえ

	⑤　勤務間インターバルの導入
	上限額
　　　　　　　万円

	
	ア　全ての指定対象事業場において、令和８年４月１日以前の２年間において、少なくとも１箇月、月45時間（１年単位の変形労働時間制により労働する労働者においては月42時間）を超える時間外労働の実態がある
	☐　はい
☐　いいえ
☐　例外に該当する

	
	※いずれか１つ該当するものの「選択」欄にチェック
	選択
	交付申請前の
導入状況
	必要な勤務間
インターバルの
時間数
	必要な勤務間
インターバルの
適用範囲
	導入する勤務間インターバルの
時間数
	助成上限額
	種別

	☐
	導入していない
	９時間以上
	労働者の１／２を超える
	９時間以上
11時間未満
	120万円
	新規導入

	☐
	
	
	
	11時間以上
	150万円
	新規導入

	☐
	既に導入（９時間以上）
かつ
労働者の半数以下に適用
	（既に導入している時間数以上であれば問わない）
	労働者の１／２を超える
	９時間以上
11時間未満
	60万円
	適用範囲拡大

	☐
	
	
	
	11時間以上
	75万円
	適用範囲拡大

	☐
	既に導入（９時間未満）
	２時間以上延長の上、
９時間以上
	労働者の１／２を超える
	９時間以上
11時間未満
	60万円
	時間延長

	☐
	
	
	
	11時間以上
	75万円
	時間延長




	⑥　週休２日制の導入
	上限額
　　　　　　　万円

	
	改善事業実施前後の休日数
	【改善事業実施前】
	→
	【改善事業実施後】

	４週あたり　　日（年間　　　日）
	→
	４週あたり　　日（年間　　　日）





様式第１号別添（続紙２－２（１頁目））運送業等

２－３　成果目標
	（１）成果目標の詳細

	①　時間外・休日労働の上限設定　（☐１回目　☐２回目）
※②と同時選択はできません。
	上限額
万円

	
	ア　全ての指定対象事業場において、令和８年４月１日以前の２年間において、少なくとも１箇月、月45時間（１年単位の変形労働時間制により労働する労働者においては月42時間）を超える時間外労働の実態がある
	☐　はい
☐　いいえ

	
	イ【改善事業実施前】
交付申請日を有効期間に含む36協定において、時間外労働と休日労働の合計時間数が
☐　月80時間超　　☐　月60時間を超え月80時間以下

	
	ウ【改善事業実施後】（予定）
事業実施予定期間に届け出る36協定において、時間外労働と休日労働の合計時間数を
☐　月60時間以下に設定　　☐　月60時間を超え月80時間以下に設定

	
	（２回目である場合のみ）
エ　令和７年度に本成果目標を選択した際の時間外労働と休日労働の合計時間数
	【改善事業実施前】
交付申請日を有効期間に含む36協定
	【改善事業実施後】
事業実施予定期間に届け出る36協定

	☐　月80時間超
	☐　月60時間以下に設定

	☐　月60時間を超え月80時間以下
	☐　月60時間を超え月80時間以下に設定




	②　所定外労働時間の削減　　※①と同時選択はできません。
	上限額
万円

	
	ア　交付申請日を有効期間に含む36協定について
	届出年月日〔　　　.　　.　　〕
延長することができる時間数
月　　時間 / 年　　　時間

	
	イ　所定外労働時間の削減見込み
	削減予定月　　　　　年　　月
削減見込み時間数　約　　　時間

	
	ウ　前年同月（　　　年　　月）の実績
	労働者１人当たりの
所定外労働時間数　　　　　時間

	③　年休の計画的付与の導入
	上限額
　　　　　　　万円

	
	ア　年次有給休暇の計画的付与に係る労使協定を締結していない
	☐　はい
☐　いいえ

	
	イ　いずれかの指定事業場において、年次有給休暇の付与日数が５日を超える労働者がいる
	☐　はい
☐　いいえ





様式第１号別添（続紙２－２（２頁目））運送業等



	④　時間単位年休及び特別休暇の導入
	上限額
　　　　　　　万円

	
	ア　導入する特別休暇の種類（１つ以上を選択）
☐（イ）特に健康の保持に努める必要があると認められる労働者に対する特別休暇
☐（ニ）公民権の行使又は公の職務の執行をする労働者に対する特別休暇
☐（ホ）単身赴任者に対する特別休暇
☐（ヘ）自発的な職業能力開発を図る労働者に対する特別休暇
☐（ト）地域活動等を行う労働者に対する特別休暇
☐（チ）その他特に配慮を必要とする労働者に対する特別休暇
特別休暇名〔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〕

	
	イ　事業実施予定期間中、指定事業場における、
・時間単位年休の取得見込み　　　　　　　　　　　人　延べ　　時間
・特別休暇の取得見込み　　　　　　　　　　　　　人　延べ　　日・時間

	
	ウ　時間単位の年次有給休暇に係る労使協定を締結していない
	☐　はい
☐　いいえ

	
	エ　導入しようとする特別休暇（上記アで選択した特別休暇）について、既に導入している指定事業場がある
	☐　はい
☐　いいえ

	⑤　勤務間インターバルの導入
	上限額
　　　　　　　万円

	
	ア　全ての指定対象事業場において、令和８年４月１日以前の２年間において、少なくとも１箇月、月45時間（１年単位の変形労働時間制により労働する労働者においては月42時間）を超える時間外労働の実態がある
	☐　はい
☐　いいえ
☐　例外に該当する

	
	※いずれか１つ該当するものの「選択」欄にチェック
	選択
	交付申請前の
導入状況
	必要な勤務間
インターバルの
時間数
	必要な勤務間
インターバルの
適用範囲
	導入した勤務間
インターバルの
時間数
	助成
上限額
	種別

	☐
	導入していない
	10時間以上
	運送業等に従事する労働者又は医業に従事する医師である労働者の１／２を超える
	10 時間以上
11 時間未満
	150万円
	新規導入

	☐
	
	
	
	11時間以上
	170万円
	新規導入

	☐
	既に導入
（10時間以上）
かつ
運送業等に従事する労働者又は医業に従事する医師である労働者の半数以下に適用
	（既に導入している時間数以上であれば問わない）
	運送業等に従事する労働者又は医業に従事する医師である労働者の１／２を超える
	10 時間以上
11 時間未満
	75万円
	適用範囲拡大

	☐
	
	
	
	11時間以上
	85万円
	適用範囲拡大

	☐
	既に導入
（10時間未満）
	２時間以上延長の上、
10時間以上
	運送業等に従事する労働者又は医業に従事する医師である労働者の１／２を超える
	10 時間以上
11 時間未満
	75万円
	時間延長

	☐
	
	
	
	11時間以上
	85万円
	時間延長






様式第１号別添（続紙２－３（１頁目））病院等

２－３　成果目標
	（１）成果目標の詳細

	①　時間外・休日労働の上限設定　（☐１回目　☐２回目）
※②と同時選択はできません。
	上限額
万円

	
	ア　全ての指定対象事業場において、令和８年４月１日以前の２年間において、少なくとも１箇月、月45時間（１年単位の変形労働時間制により労働する労働者においては月42時間）を超える時間外労働の実態がある
	☐　はい
☐　いいえ

	
	イ【改善事業実施前】
交付申請日を有効期間に含む36協定において、時間外労働と休日労働の合計時間数が
☐　月80時間超　　☐　月60時間を超え月80時間以下

	
	ウ【改善事業実施後】（予定）
事業実施予定期間に届け出る36協定において、時間外労働と休日労働の合計時間数を
☐　月60時間以下に設定　　☐　月60時間を超え月80時間以下に設定

	
	（２回目である場合のみ）
エ　令和７年度に本成果目標を選択した際の時間外労働と休日労働の合計時間数
	【改善事業実施前】
交付申請日を有効期間に含む36協定
	【改善事業実施後】
事業実施予定期間に届け出る36協定

	☐　月80時間超
	☐　月60時間以下に設定

	☐　月60時間を超え月80時間以下
	☐　月60時間を超え月80時間以下に設定




	②　所定外労働時間の削減　　※①と同時選択はできません。
	上限額
万円

	
	ア　交付申請日を有効期間に含む36協定について
	届出年月日〔　　　.　　.　　〕
延長することができる時間数
月　　時間 / 年　　　時間

	
	イ　所定外労働時間の削減見込み
	削減予定月　　　　　年　　月
削減見込み時間数　約　　　時間

	
	ウ　前年同月（　　　年　　月）の実績
	労働者１人当たりの
所定外労働時間数　　　　　時間

	③　年休の計画的付与の導入
	上限額
　　　　　　　万円

	
	ア　年次有給休暇の計画的付与に係る労使協定を締結していない
	☐　はい
☐　いいえ

	
	イ　いずれかの指定事業場において、年次有給休暇の付与日数が５日を超える労働者がいる
	☐　はい
☐　いいえ





様式第１号別添（続紙２－３（２頁目））病院等



	④　時間単位年休及び特別休暇の導入
	上限額
　　　　　　　万円

	
	ア　導入する特別休暇の種類（１つ以上を選択）
☐（イ）特に健康の保持に努める必要があると認められる労働者に対する特別休暇
☐（ニ）公民権の行使又は公の職務の執行をする労働者に対する特別休暇
☐（ホ）単身赴任者に対する特別休暇
☐（ヘ）自発的な職業能力開発を図る労働者に対する特別休暇
☐（ト）地域活動等を行う労働者に対する特別休暇
☐（チ）その他特に配慮を必要とする労働者に対する特別休暇
特別休暇名〔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〕

	
	イ　事業実施予定期間中、指定事業場における、
・時間単位年休の取得見込み　　　　　　　　　　　人　延べ　　時間
・特別休暇の取得見込み　　　　　　　　　　　　　人　延べ　　日・時間

	
	ウ　時間単位の年次有給休暇に係る労使協定を締結していない
	☐　はい
☐　いいえ

	
	エ　導入しようとする特別休暇（上記アで選択した特別休暇）について、既に導入している指定事業場がある
	☐　はい
☐　いいえ

	⑤　勤務間インターバルの導入
	上限額
　　　　　　　万円

	
	ア　全ての指定対象事業場において、令和８年４月１日以前の２年間において、少なくとも１箇月、月45時間（１年単位の変形労働時間制により労働する労働者においては月42時間）を超える時間外労働の実態がある
	☐　はい
☐　いいえ
☐　例外に該当する

	
	※いずれか１つ該当するものの「選択」欄にチェック
☐　指定病院等以外の病院等
	選択
	交付申請前の
導入状況
	必要な勤務間インターバルの
時間数
	必要な勤務間インターバルの
適用範囲
	導入した勤務間
インターバルの
時間数
	助成上限額
	種別

	☐
	導入していない
	９時間以上
	医業に従事する医師である労働者の１／２を超える
	９時間以上
10 時間未満
	120万円
	新規導入

	☐
	
	
	
	10 時間以上
11 時間未満
	150万円
	新規導入

	☐
	
	
	
	11時間以上
	170万円
	新規導入

	☐
	既に導入（９時間以上）かつ医業に従事する医師である労働者の半数以下に適用
	（既に導入している時間数以上であれば問わない）
	医業に従事する医師である労働者の１／２を超える
	９時間以上
10 時間未満
	60万円
	適用範囲拡大

	☐
	
	
	
	10 時間以上
11 時間未満
	75万円
	適用範囲拡大

	☐
	
	
	
	11時間以上
	85万円
	適用範囲拡大

	☐
	既に導入（９時間未満）
	２時間以上延長の上、
９時間以上
	医業に従事する医師である労働者の１／２を超える
	９時間以上
10 時間未満
	60万円
	時間延長

	☐
	
	
	
	10 時間以上
11 時間未満
	75万円
	時間延長

	☐
	
	
	
	11時間以上
	85万円
	時間延長








様式第１号別添（続紙２－３（３頁目））病院等



	
	☐　指定病院等
	選択
	交付申請前の
導入状況
	必要な勤務間
インターバルの
時間数
	必要な勤務間
インターバルの
適用範囲
	導入した勤務間
インターバルの
時間数
	助成上限額
	種別

	☐
	導入していない
	10時間以上
	医業に従事する医師である労働者の１／２を超える
	10 時間以上
11 時間未満
	150万円
	新規導入

	☐
	
	
	
	11時間以上
	170万円
	新規導入

	☐
	既に導入（10時間以上）かつ医業に従事する医師である労働者の半数以下に適用
	（既に導入している時間数以上であれば問わない）
	医業に従事する医師である労働者の１／２を超える
	10 時間以上
11 時間未満
	75万円
	適用範囲拡大

	☐
	
	
	
	11時間以上
	85万円
	適用範囲拡大

	☐
	既に導入
（10時間未満）
	２時間以上延長の上、
10時間以上
	医業に従事する医師である労働者の１／２を超える
	10 時間以上
11 時間未満
	75万円
	時間延長

	☐
	
	
	
	11時間以上
	85万円
	時間延長




	⑥　医師の働き方の推進
	上限額
　　　　　　　万円

	
	ア　副業・兼業を行う医師が所属する指定事業場がある
	☐　はい
☐　いいえ

	
	イ　宿日直許可（断続的な宿直又は日直勤務許可）を受けている事業場の有無
	☐　なし
☐　あり
許可年月日〔　　　.　　.　　〕

	
	（イについて「あり」を選択した場合のみ）
ウ　次に当てはまるものがある場合はチェック
☐　複数の診療科を有する病院等において、一の診療科において既に宿日直の許可を得ているものの、他の診療科については宿日直許可が未取得である場合
☐　許可取得時の勤務態様とは異なる勤務態様が生じている場合
☐　医師の労働時間削減のため、日勤も含む労働時間の実態を把握し、業務の見直しを行う場合





様式第１号別添（続紙２－４（１頁目））砂糖製造業

２－３　成果目標
	（１）成果目標の詳細

	①　時間外・休日労働の上限設定　（☐１回目　☐２回目）
※②と同時選択はできません。
	上限額
万円

	
	ア　全ての指定対象事業場において、令和８年４月１日以前の２年間において、少なくとも１箇月、月45時間（１年単位の変形労働時間制により労働する労働者においては月42時間）を超える時間外労働の実態がある
	☐　はい
☐　いいえ

	
	イ【改善事業実施前】
交付申請日を有効期間に含む36協定において、時間外労働と休日労働の合計時間数が
☐　月80時間超　　☐　月60時間を超え月80時間以下

	
	ウ【改善事業実施後】（予定）
事業実施予定期間に届け出る36協定において、時間外労働と休日労働の合計時間数を
☐　月60時間以下に設定　　☐　月60時間を超え月80時間以下に設定

	
	（２回目である場合のみ）
エ　令和７年度に本成果目標を選択した際の時間外労働と休日労働の合計時間数
	【改善事業実施前】
交付申請日を有効期間に含む36協定
	【改善事業実施後】
事業実施予定期間に届け出る36協定

	☐　月80時間超
	☐　月60時間以下に設定

	☐　月60時間を超え月80時間以下
	☐　月60時間を超え月80時間以下に設定




	②　所定外労働時間の削減　　※①と同時選択はできません。
	上限額
万円

	
	ア　交付申請日を有効期間に含む36協定について
	届出年月日〔　　　.　　.　　〕
延長することができる時間数
月　　時間 / 年　　　時間

	
	イ　所定外労働時間の削減見込み
	削減予定月　　　　　年　　月
削減見込み時間数　約　　　時間

	
	ウ　前年同月（　　　年　　月）の実績
	労働者１人当たりの
所定外労働時間数　　　　　時間

	③　年休の計画的付与の導入
	上限額
　　　　　　　万円

	
	ア　年次有給休暇の計画的付与に係る労使協定を締結していない
	☐　はい
☐　いいえ

	
	イ　いずれかの指定事業場において、年次有給休暇の付与日数が５日を超える労働者がいる
	☐　はい
☐　いいえ





様式第１号別添（続紙２－４（２頁目））砂糖製造業



	④　時間単位年休及び特別休暇の導入
	上限額
　　　　　　　万円

	
	ア　導入する特別休暇の種類（１つ以上を選択）
☐（イ）特に健康の保持に努める必要があると認められる労働者に対する特別休暇
☐（ニ）公民権の行使又は公の職務の執行をする労働者に対する特別休暇
☐（ホ）単身赴任者に対する特別休暇
☐（ヘ）自発的な職業能力開発を図る労働者に対する特別休暇
☐（ト）地域活動等を行う労働者に対する特別休暇
☐（チ）その他特に配慮を必要とする労働者に対する特別休暇
特別休暇名〔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〕

	
	イ　事業実施予定期間中、指定事業場における、
・時間単位年休の取得見込み　　　　　　　　　　　人　延べ　　時間
・特別休暇の取得見込み　　　　　　　　　　　　　人　延べ　　日・時間

	
	ウ　時間単位の年次有給休暇に係る労使協定を締結していない
	☐　はい
☐　いいえ

	
	エ　導入しようとする特別休暇（上記アで選択した特別休暇）について、既に導入している指定事業場がある
	☐　はい
☐　いいえ

	⑤　勤務間インターバルの導入
	上限額
　　　　　　　万円

	
	ア　全ての指定対象事業場において、令和８年４月１日以前の２年間において、少なくとも１箇月、月45時間（１年単位の変形労働時間制により労働する労働者においては月42時間）を超える時間外労働の実態がある
	☐　はい
☐　いいえ
☐　例外に該当する

	
	※いずれか１つ該当するものの「選択」欄にチェック
	選択
	交付申請前の
導入状況
	必要な勤務間
インターバルの
時間数
	必要な勤務間
インターバルの
適用範囲
	導入する勤務間インターバルの
時間数
	助成上限額
	種別

	☐
	導入していない
	９時間以上
	労働者の１／２を超える
	９時間以上
11時間未満
	120万円
	新規導入

	☐
	
	
	
	11時間以上
	150万円
	新規導入

	☐
	既に導入（９時間以上）
かつ
労働者の半数以下に適用
	（既に導入している時間数以上であれば問わない）
	労働者の１／２を超える
	９時間以上
11時間未満
	60万円
	適用範囲拡大

	☐
	
	
	
	11時間以上
	75万円
	適用範囲拡大

	☐
	既に導入（９時間未満）
	２時間以上延長の上、
９時間以上
	労働者の１／２を超える
	９時間以上
11時間未満
	60万円
	時間延長

	☐
	
	
	
	11時間以上
	75万円
	時間延長







様式第１号別添（続紙２－５（１頁目））情報通信業・宿泊業

２－３　成果目標
	（１）成果目標の詳細

	①　時間外・休日労働の上限設定　（☐１回目　☐２回目）
※②と同時選択はできません。
	上限額
万円

	
	ア　全ての指定対象事業場において、令和８年４月１日以前の２年間において、少なくとも１箇月、月45時間（１年単位の変形労働時間制により労働する労働者においては月42時間）を超える時間外労働の実態がある
	☐　はい
☐　いいえ

	
	イ【改善事業実施前】
交付申請日を有効期間に含む36協定において、時間外労働と休日労働の合計時間数が
☐　月80時間超　　☐　月60時間を超え月80時間以下

	
	ウ【改善事業実施後】（予定）
事業実施予定期間に届け出る36協定において、時間外労働と休日労働の合計時間数を
☐　月60時間以下に設定　　☐　月60時間を超え月80時間以下に設定

	
	（２回目である場合のみ）
エ　令和７年度に本成果目標を選択した際の時間外労働と休日労働の合計時間数
	【改善事業実施前】
交付申請日を有効期間に含む36協定
	【改善事業実施後】
事業実施予定期間に届け出る36協定

	☐　月80時間超
	☐　月60時間以下に設定

	☐　月60時間を超え月80時間以下
	☐　月60時間を超え月80時間以下に設定




	②　所定外労働時間の削減　　※①と同時選択はできません。
	上限額
万円

	
	ア　交付申請日を有効期間に含む36協定について
	届出年月日〔　　　.　　.　　〕
延長することができる時間数
月　　時間 / 年　　　時間

	
	イ　所定外労働時間の削減見込み
	削減予定月　　　　　年　　月
削減見込み時間数　約　　　時間

	
	ウ　前年同月（　　　年　　月）の実績
	労働者１人当たりの
所定外労働時間数　　　　　時間

	③　年休の計画的付与の導入
	上限額
　　　　　　　万円

	
	ア　年次有給休暇の計画的付与に係る労使協定を締結していない
	☐　はい
☐　いいえ

	
	イ　いずれかの指定事業場において、年次有給休暇の付与日数が５日を超える労働者がいる
	☐　はい
☐　いいえ





様式第１号別添（続紙２－５（２頁目））情報通信業・宿泊業



	④　時間単位年休及び特別休暇の導入
	上限額
　　　　　　　万円

	
	ア　導入する特別休暇の種類（１つ以上を選択）
☐（イ）特に健康の保持に努める必要があると認められる労働者に対する特別休暇
☐（ニ）公民権の行使又は公の職務の執行をする労働者に対する特別休暇
☐（ホ）単身赴任者に対する特別休暇
☐（ヘ）自発的な職業能力開発を図る労働者に対する特別休暇
☐（ト）地域活動等を行う労働者に対する特別休暇
☐（チ）その他特に配慮を必要とする労働者に対する特別休暇
特別休暇名〔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〕

	
	イ　事業実施予定期間中、指定事業場における、
・時間単位年休の取得見込み　　　　　　　　　　　人　延べ　　時間
・特別休暇の取得見込み　　　　　　　　　　　　　人　延べ　　日・時間

	
	ウ　時間単位の年次有給休暇に係る労使協定を締結していない
	☐　はい
☐　いいえ

	
	エ　導入しようとする特別休暇（上記アで選択した特別休暇）について、既に導入している指定事業場がある
	☐　はい
☐　いいえ

	⑤　勤務間インターバルの導入
	上限額
　　　　　　　万円

	
	ア　全ての指定対象事業場において、令和８年４月１日以前の２年間において、少なくとも１箇月、月45時間（１年単位の変形労働時間制により労働する労働者においては月42時間）を超える時間外労働の実態がある
	☐　はい
☐　いいえ
☐　例外に該当する

	
	※いずれか１つ該当するものの「選択」欄にチェック
	選択
	交付申請前の
導入状況
	必要な勤務間
インターバルの
時間数
	必要な勤務間
インターバルの
適用範囲
	導入する勤務間インターバルの
時間数
	助成上限額
	種別

	☐
	導入していない
	９時間以上
	労働者の１／２を超える
	９時間以上
11時間未満
	120万円
	新規導入

	☐
	
	
	
	11時間以上
	150万円
	新規導入

	☐
	既に導入（９時間以上）
かつ
労働者の半数以下に適用
	（既に導入している時間数以上であれば問わない）
	労働者の１／２を超える
	９時間以上
11時間未満
	60万円
	適用範囲拡大

	☐
	
	
	
	11時間以上
	75万円
	適用範囲拡大

	☐
	既に導入（９時間未満）
	２時間以上延長の上、
９時間以上
	労働者の１／２を超える
	９時間以上
11時間未満
	60万円
	時間延長

	☐
	
	
	
	11時間以上
	75万円
	時間延長







様式第１号別添（続紙３）
	（２）追加する成果目標の詳細（追加しない場合は記入不要）

	④　賃金引上げ
	加算額　　　　　万円

	
	ア　引上げ率
	☐　３％以上　☐　５％以上　☐　７％以上

	
	イ　賃上げ対象労働者数
（詳細は別紙２に記載）
	人　

	
	ウ　引上げ時期（予定）
	年　　　月　　　日　頃

	
	エ　賃金計算期間及び支払日
	毎月　　　日締め　　
☐当月・☐翌月　　　日支払

	⑤　割増賃金引上げ
交付要綱第９条第１項　☐　第１号　☐　第２号
	加算額　　　　　万円

	
	ア　月60時間以内の時間外労働に係る所定割増賃金率
	引上げ前： 　　％　→　引上げ後： 　　％

	
	イ　月45時間を超えて月60時間以内の時間外労働に係る所定割増賃金率
	引上げ前： 　　％　→　引上げ後： 　　％

	
	ウ　引上げ時期（予定）
	年　　　月　　　日　頃

	
	エ　賃金計算期間及び支払日
（割増賃金に係るもの）
	毎月　　　日締め　　
☐当月・☐翌月　　　日支払

	
	（交付要綱第９条第１項第２号の成果目標を選択する場合のみ）
オ　交付申請日の属する月において、労働者１人当たりの時間外労働時間数の平均が10時間以上となることが見込まれる。
	☐　はい
☐　いいえ

	
	（交付要綱第９条第１項第２号の成果目標を選択する場合のみ）
カ　令和８年４月１日以前の２年間において、いずれも月45時間を超える時間外労働を行った労働者が１名以上いる
	☐　はい
☐　いいえ



２－４　上記２－２及び２－３に対する労働者の意見
	ア　意見を聴いた労働者の職氏名
	

	イ　改善事業（上記２－２）に対する意見
☐　意見無し
☐　改善事業の内容を変更すべき
　　（理由：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
☐　改善事業の実施予定時期を変更すべき
　　（理由：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
☐　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

	ウ　成果目標（上記２－３）に対する意見
☐　意見無し
☐　成果目標を変更すべき
　　（理由：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
☐　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

	エ　上記意見の事業実施計画への反映　　※意見があった場合のみ記載
☐　全て反映
☐　一部反映
　　（理由：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
☐　反映なし
　　（理由：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）


· 記載に代えて、労使の話合いの際の議事録を添付することでも可。
様式第１号別添（続紙４）

３　助成対象経費
	（１）上記２－２（３）アの所要額計
	☐税抜 ・ ☐税込

円
	×３／４
	＝
	万円
（1,000円未満切捨て）

	（２）上記２－２（３）イの所要額計
	☐税抜 ・ ☐税込

円
	×３／４
（下記に該当しない場合）
	＝
	万円
（1,000円未満切捨て）

	
	
	×４／５
（常時使用する労働者の数が30人以下、かつ、左欄の所要額計が30万円を超える場合）
	＝
	万円
（1,000円未満切捨て）

	（３）（１）及び（２）の合計
	万円

	（４）上記２－３の上限額及び加算額の合計
	万円

	（５）国庫補助所要額（改善事業の実施に要する費用）
※上記（３）又は（４）の低い方の額を記入すること
	万円

	（６）長時間労働恒常化特例（支給要領第３の３（２））を適用する場合のみ回答

	
	ア　自然災害や商慣行等の外的要因により、容易に労働時間を短縮し難い状況にある
	☐　はい
☐　いいえ

	
	イ　すべての指定事業場について、過去２年間にわたり１日も途切れることなく36協定が有効である
	☐　はい
☐　いいえ

	
	ウ　すべての指定事業場について、過去２年間にわたり36協定における特別延長時間が月60時間を超えている
	☐　はい
☐　いいえ



４　消費税仕入控除税額に関する事項
	（１）上記３（５）の算定方法
☐　①消費税仕入控除税額を除いて（税抜で）国庫補助所要額を算定
☐　②消費税仕入控除税額を含めて（税込で）国庫補助所要額を算定

	（２）上記（１）で②を選択した場合のみ回答

	
	☐　①免税事業者である
☐　②簡易課税事業者である
☐　③消費税法別表第３に掲げる法人である
☐　④①～③以外の者であって、消費税仕入控除税額の報告及び返還を選択する

	
	（④を選択した場合のみ確認）
消費税及び地方消費税の申告により、消費税仕入控除税額が確定した場合（消費税仕入控除税額が０円の場合を含む。）は、遅くとも事業実施年度の翌々年度６月末日までに労働局長に報告しなければなりません。
報告いただいた後、労働局長が当該消費税仕入控除税額の全部又は一部の返還を命じます（消費税仕入控除額が０円の場合は除く。）。当該命令のなされた日から20日以内が納付期限となりますので、速やかに返還してください。
	☐　確認しました




様式第１号別添別紙１
指定事業場一覧

	番号
	事業場名
	所在地
	常時使用する
労働者の数

	
	
	
	

	１
	
	〒
	

	２
	
	〒
	

	３
	
	〒
	

	４
	
	〒
	

	５
	
	〒
	

	６
	
	〒
	

	７
	
	〒
	

	８
	
	〒
	

	９
	
	〒
	

	10
	
	〒
	


· 必要に応じて行を加除して記載すること。


様式第１号別添別紙２
賃 金 引 上 げ 対 象 労 働 者 一 覧
	番号
	労働者氏名
	採用年月日
	時間給又は
時間換算額
	引上げ後の額
（予定）
	引上げ対象の賃金の計算期間の始期（予定）

	１
	
	
	
	
	

	２
	
	
	
	
	

	３
	
	
	
	
	

	４
	
	
	
	
	

	５
	
	
	
	
	

	６
	
	
	
	
	

	７
	
	
	
	
	

	８
	
	
	
	
	

	９
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	

	16
	
	
	
	
	

	17
	
	
	
	
	

	18
	
	
	
	
	

	19
	
	
	
	
	

	20
	
	
	
	
	

	21
	
	
	
	
	

	22
	
	
	
	
	

	23
	
	
	
	
	

	24
	
	
	
	
	

	25
	
	
	
	
	

	26
	
	
	
	
	

	27
	
	
	
	
	

	28
	
	
	
	
	

	29
	
	
	
	
	

	30
	
	
	
	
	


※　交付要綱第８条の成果目標（賃上げ加算）を追加する場合のみ作成すること。




